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東北歴史博物館ミュージアムショップ運営候補者募集要項 

（教育財産目的外使用許可候補者選定） 

 

 東北歴史博物館利用者の利便性向上を図るため、東北歴史博物館内に設置する「ミュージアムショッ

プ」の運営候補者を選定するにあたり、公募型プロポーザル方式により、最も優れた提案及び能力を有

し、最も適格と判断される運営候補者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

第１ 事業名 

   東北歴史博物館ミュージアムショップ運営業務（教育財産目的外使用許可） 

 

第２ 事業目的 

   東北歴史博物館（以下、「博物館」という。）は、平成１１（1999）年に開館し、国宝・重要文化財

を含む様々な展示物を常設展示するほか、テーマを定めて特別展を開催するなど、宮城県内外の多く

の方々に文化芸術に親しむ機会を創出してきた。 

   博物館のイメージや来館者のニーズを踏まえ「第２期中長期目標」の重点項目「暮らしを潤す博物

館」「学び・繋がり・地域に貢献する博物館」の目的を鑑み、博物館の来館者にとって魅力的なミュ

ージアムショップを実現するため、博物館と連携できるミュージアムショップの運営候補者（以下、

「候補者」という。）の募集を行うもの。 

 

第３ 事業内容 

別紙１「東北歴史博物館ミュージアムショップ運営要領（以下、「運営要領」という。）」のとおり 

 

第４ 運営事業に関する事項 

  （１）事業者は、「教育財産目的外使用許可」を受け、運営する候補事業者（以下「運営候補者」と 

    いう。）を選定する。 

     使用許可条件については、宮城県の「公有財産規則」及び「公有財産事務取扱規程」のとおり。 

  （２）使用許可の期間    

     令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。ただし、利用状況及び管理運営状況

を勘案して支障がないと博物館が認める場合には、１年毎に更新することができる。 

  （３）使用料 

     宮城県の「教育財産管理規則」等に基づき別途定める。 

     （参考）令和６年度使用料 年額約１２０万円 

         ※一部減免となる場合があります。（要申請） 

 

第５ 応募資格 

  １ 企画提案に応募できる者に必要な資格は、次のとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）

の規定に該当する者でないこと。 

（２）本業務の募集開始時から企画提案提出時までの間に、宮城県の「物品調達等に係る競争入札の

参加資格制限要領（平成９年１１月１日施行）」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこ

と。 

（３）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する措置要

件に該当する者でないこと。 

（４）以下のイからハいずれかの手続きをしている者又はされている者ではないこと。 

    イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをしている者

又は再生手続き開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項に規定する再生手続き開

始の決定を受けた者を除く。）。 

    ロ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てをしている者

又は更生手続き開始の申立てがされている者（同法第４１条第１項に規定する更生手続き開

始の決定を受けた者を除く。）。 

    ハ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続き開始の申立てをしている者又は破

産手続き開始の申立てがされている者（同法第３０条第１項に規定する破産手続き開始の決
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定を受けた者を除く。）。 

（５）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に該当しな

いこと。 

（６）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該当しない

こと。 

（７）随時、迅速かつ具体的な連絡・協議等が可能な者であること。 

 

第６ スケジュール（予定を含む。） 

１ 企画提案募集開始              令和６年１２月１６日（月） 

２ 企画提案書作成等に関する質問受付期限    令和６年１２月２５日（水） 

３ 企画提案書作成等に関する質問への回答    令和６年１２月２７日（金）予定 

４ 企画提案への参加申込期限          令和７年 １月３１日（金） 

５ 企画提案書の提出期限            令和７年 ２月 ７日（金） 

６ 企画提案書の選考              令和７年 ２月１２日（水）予定 

７ 選定結果の通知               令和７年 ２月２０日（木）以降 

 

第７ 応募手続 

  １ 企画提案書作成等に関する質問の受付 

   （１）受付期限 令和６年１２月２５日（水）午後３時まで（必着） 

（２）提出方法 

イ 指定様式（様式第１号）を用いて、電子メールにより提出すること。 

ロ 提出先メールアドレスは、下記のとおりとする。 

thm-m＠pref.miyagi.lg.jp（東北歴史博物館管理部管理班） 

ハ 電話や口頭による質問、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、回答事項を取りまとめ次第、令和６年１２月２７日（金）を目処に東

北歴史博物館のホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提

案事項に密接にかかわるものについては、質問者に対してのみ回答する。また、質問の内容に

よっては回答しないこともある。 

 

２ 企画提案への参加申込 

   （１）提出期限 令和７年１月３１日（金）午後３時まで（必着） 

   （２）提出方法 持参又は郵送とする。 

   （３）提 出 先 東北歴史博物館管理部管理班（多賀城市高崎 1-22-1） 

（４）注意事項 企画提案を行おうとする者は、下記（５）の書類を（１）の期限までに 

     提出すること。 

   （５）提出書類 

     イ 企画提案参加申込書（様式第２号） １部 

     ロ 宣誓書（様式第３号） １部  

ハ 添付書類 

       【個人の場合】 

①住民票の写し（直近３か月以内に発行されたもの）（本籍・続柄省略、個人番号（マ

イナンバー）が記載されていないもの。） 

②納税証明書（所得税、消費税及び地方消費税、個人事業税）（応募の日から３ヶ月以

内に発行されたもの）（直近３年分） 

③（青色申告の場合）決算書（直近３年分）※確定申告時の添付書類 

（白色申告の場合）上記「（青色申告の場合）決算書」に類するもの（直近３年分） 

【法人の場合（共通事項に追加）】 

①法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（応募の日から３ヶ月以内に発行されたもの） 

②定款又はこれに類する書類（最新のもの） 

③納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税）（応募の日から３ヶ月以

内に発行されたもの）（直近３年分） 
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④損益計算書（PL）（直近３年分） 

 

３ 企画提案書等の提出 

   （１）提出期限 令和７年２月７日（金）午後３時まで（必着） 

   （２）提出方法 持参又は郵送とする。 

   （３）提出先 東北歴史博物館管理部管理班（多賀城市高崎 1-22-1） 

 （４）提出書類  

イ 企画提案書（任意様式。Ａ４判、カラー、片面印刷）  ７部 

ロ 店舗レイアウト図（任意様式） 

    ハ 開店までの業務工程表（作業スケジュール）（任意様式）７部 

     二 同種・類似業務の受託実績（任意様式）        ７部 

       ※官民を問わず、これまで実施した同類・類似業務内容が分かる資料を提出すること。  

 

４ 現地の見学について 

    現地見学を希望する者について、企画提案募集開始の日から令和６年１２月２７日（金）まで、

午前１０時３０分から午後３時の間、担当者が対応できる日時で随時現地見学を受け付ける。 

参加希望者は希望する日の前日、午後４時までに、電子メール及び電話で担当者と日程調整を行

うこと。 

なお、現地見学会の参加人数については、１事業者につき２名までとする。 

現地の見学については任意であり、見学しなかった事を理由に不利益を被ることはない。 

 

第８ 事業者の選定 

１ 選定方法 

博物館が設置する選定委員会において、企画提案書及びプレゼンテーションの総合評価により

審査し、各委員の評価点の平均が満点の６割以上となった者のうち、１位をつけた委員数が多い応

募者から順に順位を決定する。 

また、採点の結果、１位をつけた委員が同数いる場合は、各委員の評価点を合計した点数が最も

高い応募者を「運営候補者」として選定する。 

 

２ 選定 

  （１）実施日  令和７年２月１２日（水）予定 ※実施時間は別途連絡する。 

  （２）実施会場 東北歴史博物館 館内（多賀城市高崎１丁目２２－１）予定 

  （３）実施方法  

     イ 出席者は１提案につき３名以内とする。 

     ロ １応募者あたりの持ち時間は２５分程度（説明１５分以内、質疑応答１０分程度）とし、後

日連絡する時間配分・時間割により行うものとする。 

ハ 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、追加資料の配付は

原則として認めない。 

        ニ プロジェクター等の使用を希望する場合は企画提案書を提出する際に申し出ること。 

       なお、この場合、パソコンはプレゼンテーションを行う者が用意すること。 

  （４）応募者が多数の場合の取扱い 

     応募者が多数の場合は、予め提出書類による予備審査を行った上で上位５者程度のみで企画

提案書及びプレゼンテーションによる本審査を行うものとする。 

  （５）応募者が１者又はない場合の取扱い 

     応募者が１者の場合も審査を行い、１に記載の選定方法により、事業を適切に実施できると

判断される場合は、「運営候補者」として選定する。 

     なお、業務を適切に実施できないと判断される場合又は応募者がない場合は、再度、運営候補

者を募集する。 

  （６）選定結果の通知方法、結果に対する質問方法等 

選定結果については、後日、応募者全てに文書で通知する。 

なお、審査・選定結果に関する質問には応じない。 

  （７）選定結果の公表方法・内容 
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審査終了後、選定結果（運営候補者として選定された者）を公表する。 

 

第９ 審査基準及び配点 

   審査項目及び審査の視点並びに配点（合計１００点）は別紙「審査表」のとおりとする。 

 

第１０ 失格事由 

１ 次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。 

   （１）提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難又は文意が不明である場合 

（２）本要項等の規定に従っていない場合 

（３）第６に示すプレゼンテーションに参加しなかった場合 

（４）不正な行為等が認められた場合 

２ その他 

（１）企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（様式第４号）を提出すること。 

（２）取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。 

（３）企画提案書等の再提出は認めない。 

（４）審査は提出された企画提案書等により行うが、企画提案書等の受付後、提案内容について説

明を求めることがある。 

 

第１１ その他必要な事項 

  １ 契約に関する条件等 

（１）機密の保持 

     運営候補者は、本事業を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、運営目的以外に利用し、

又は第三者に提供してはならない。また、本事業に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の

防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。運営期間終了後もまた同

様とする。 

（２）個人情報の保護 

     運営候補者は、本事業を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、県個人情報保護条例を遵

守しなければならない。 

２ その他 

（１）企画提案書の取り扱い 

     提出された提案書は、原則として返却しない。 

（２）提出後の変更 

     提出された書類は、原則として、提出後の差替え、変更及び取り消しは認めない。 

（３）企画提案に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

（４）企画提案に参加する応募者が企画提案を公正に執行することが困難であると認めるときは、本

公募型プロポーザル方式による実施を延期又は取り止めることがある。 

（５）本事業の実施に関して、応募者の企画提案の内容をそのまま実施することを約束するものでは 

なく、博物館と協議の上、決定する。また、具体的な業務内容や進め方等については、逐次博物 

館と協議することとする。 

（６）提出された書類等は、行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号） 

による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き、開示することとな 

る。 

 

第１２ 問い合わせ先 

〒985-0862 宮城県多賀城市高崎一丁目２２-１ 

東北歴史博物館管理部管理班 担当：小野寺 

電話：０２２-３６８-０１０１ 

※受付時間：午前９時～午後５時 

ＦＡＸ：０２２-３６８-０１０３ 

E-mail：thm-m@pref.miyagi.lg.jp 
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別紙  企画提案書の構成 
 

 

企画提案書（任意様式）は、次の１から３までの項目を必ず含むものとし、この順で構成すること。 

 

 

 

１ 表紙 

「事業名」、「事業者名」、「住所」、「代表者名」、「担当者名（所属、職、氏名）」及び「連絡先（電話番

号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス）」を記載すること。 

 

 

２ 目次 

  本文の項目及びページ番号を記載すること。 

 

 

３ 本文 

①運営に係る基本方針、接客方針について（商品の仕入れや管理方法も含む） 

②商品・サービスの構成 

    提供を予定している商品の種類及び価格 

③オリジナル商品の提案について 

   ④集客の工夫について 

⑤アピールポイント 

    アピールできる事項や優位性・特徴のある事項について 

（例：具体的なサービスや博物館との連携など） 

 ⑥従業員の配置体制等 

    従業員の配置体制、責任体制、緊急時の体制について 

⑦安全管理等 

    防犯、防災等に対する運営上の安全管理について 

⑧衛生管理、清掃について 

  ⑨本事業に係る資金計画について 

ミュージアムショップの運営方法 

⑩業務に必要となる免許の写し 

  

 

 

 


